
光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

/Jヽ

西

徹

龍

は
じ
め
に

大
本
山
光
長
寺
に
は
、
一示
祖
日
蓮
聖
人
、
日
春

・
日
法
両
聖
人
に
関
わ
る
法
宝
物
が
多
数
格
護
さ
れ
て
お
り
、
今
日
ま
で
の
調
査
に
よ
っ

て
多
く
の
新
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
。
平
成
五
年
に
行
な
わ
れ
た
日
法
聖
人
御
所
持
本
調
査
委
員
会
と
静
岡
県
史
編
纂
室
に
よ
る
調
査
の

際
に
、
立
正
大
学
教
授
中
尾
尭
氏
が
同
席
さ
れ
、
同
寺
蔵

『山
門
申
状
』
『佛
法
博
末
記
』
の
二
点
が
、
宗
内
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
ご
と
く

日
蓮
聖
人
の
真
蹟
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
二
点
の
中
、
『山
門
申
状
』
に
つ
い
て
は
、
書
誌
と
本
文
に
つ
い
て
既
に
発
表
し
た

が
、
本
稿
で
は
も
う

一
つ
の

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て
本
文
紹
介
と
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

『佛
法
博
来
記
』
の
形
状

現
在
の
形
状
は
巻
子
本
で
あ
る
が
、
折
目
と
コ
ヨ
リ
の
綴
じ
穴
の
跡
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
の
形
は
冊
子
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

知
ら
れ
る
。
現
在
の
巻
子
本
の
裏
打
紙
が
新
ら
し
く
貼
替
え
ら
れ
て
い
る
が
、
紙
継
目
の
紙
背
の

一
部
に
押
さ
れ
た
黒
印
か
ら
光
長
寺
宝

物
の
修
復
が
行
な
わ
れ
た
延
宝
三
年
■

六
七
五
）、
第
二
十
四
世
日
寛
上
人
の
代
に
冊
子
本
か
ら
巻
子
本
に
形
が
変
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

（
２
）

２
つ

。

現
存
紙
数
は
、
冊
子
本
と
し
て
十
七
紙
で
あ
る
が
、
第

一
紙
の
半
分
は
欠
損
し
、
第
十
六
紙
も
文
章
が
断
絶
し
て
い
る
の
で
、
原
形
の

ま
ま
伝
来
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お

『佛
法
博
来
記
』
は
、
紙
背
に
も
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。

現
在
測
定
出
来
る
各
紙
の
法
量
と
墨
付
の
行
数
、
表
裏
文
書
の
紙
数
の
位
置
関
係
は
、
別
表
の
よ
う
で
あ
る
。

『佛
法
博
来
記
』
は
、
第

一
紙
に
徳
蔵
菩
薩
の
こ
と
、
第
二
紙
～
第
五
紙
に
日
本
国

へ
仏
法
伝
来
の
こ
と
、
第
六
紙
～
第
十
二
紙
に
開

元
釈
教
録
の
引
用
、
第
十
二
紙
に
続
高
僧
伝
の
引
用
、
第
十
三
紙
以
下
に
貞
元
釈
教
録
が
引
用
さ
れ
て
い
て
全
て
が
仏
法
伝
来
の
記
事
で

は
な
い
。

現
存
す
る
十
七
紙
の
配
列
順
序
に
つ
い
て
は
、
丁
数
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
記
事
の
内
容
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
『佛
法
博
末

記
』
の
紙
背
に
は
、
声
聞

・
縁
覚

ｏ
菩
薩
と
い
う
修
行
者
の
行
位
等
が
図
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
検
討
す
る
限
り
で
は
、
紙
背
か
ら
見

た
現
在
の
文
書
の
継
ぎ
方
に
錯
簡
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。
但
、
修
復
の
際
に
現
在
表
と
な
っ
て
い
る
記
事
の
配
列
を
検
討
せ
ず
に
、
紙
背

文
書
の
順
で
の
み
継
い
だ
と
す
る
と
、
表
に
あ
る
記
事
に
錯
簡
の
有
る
可
能
性
も
否
定
出
来
な
い
。

（３
）

『佛
法
博
末
記
』
の
形
状
と
表
裏
文
書
の
関
係
に
つ
い
て
、
中
尾
尭
氏
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
。

１

『仏
法
伝
来
記
』
は
、
現
在
は
巻
子
本
の
体
裁
で
あ
る
が
、
も
と
は
冊
子
本
で
あ
る
。

２

『仏
法
伝
来
記
』
は
、
Ｅ

代
五
時
図
』
を
書
写
し
た
紙
背
の
部
分
と
、
仏
法
伝
来
に
つ
い
て
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。

３

『仏
法
伝
来
記
』
と

『
一
代
五
時
図
』
の
ど
ち
ら
が
先
に
書
か
れ
た
か
と
い
う
と
、
書
体
を
見
る
と
、
ヨ

代
五
時
図
』
の
方
が
若
い
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

紙 背 文 書 表 文 書
紙
数
寿車 記事内容

紙
数
紙幅

(cm)
表裏 行数 記事内容

1
表 徳蔵菩薩

37.8
表

裏 欽明天皇代仏教伝来
表 十六心の中、十心

裏

表

十六心の中、六心

七覚支、八正道
38.0
表

裏
敏達天皇代

裏

表

五カ
五根

38.0
表

裏
用明天皇代

裏

表

四正断、四神足

四種十二因縁、四念虎位
38.4
表

裏 同上

裏

表

四種四諦、四種二諦
前項のつづき

38.4
表

裏 開元釈教録巻十八

裏

表

三蔵教、四諦の説明

第二僧祇、第三僧祇、百大劫
37.2
表

裏 同上

裏

表

初僧祇位

声聞縁覚有七異三同
38.0
表

裏
同上

裏

表
十二因縁

辟支仏位、独覚
38.0
表

裏
同上

裏

表

時解脱、不時解脱

随信行、随法行、誰 見得、身證
38.0
表

裏 同上

裏

表

忍法位、四向

四諦
38.2
表

裏 同上

裏

表

頂法位、四神足

惣想念虎、四善根の中、嬬法位
37.4
表

裏

同上

続高僧伝巻十六

裏

表

三賢の中、五停心、別想念虎

四教の中、別教、円教を標示
38.0
表

裏 貞元釈教録巻二十八

裏

表
貞元釈教録の一部 28.2

表

裏 同上

37.0
表

裏 同上

35.0
表

裏 同上

13.3 表 標題 と署名

(1紙の縦幅は29.3cmで ある)
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
」
に
つ
い
て

感
じ
で
あ
る
。
ま
た

『
一
代
五
時
図
』
の
横
線
が
継
目
を
渡

っ
て
い
る
か
ら
、
巻
子
本
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

４
結
局
日
蓮
聖
人
は
、
ヨ

代
五
時
図
』
を
書
か
れ
た
巻
子
本
を
継
ぎ
日
か
ら
解
装
し
、
こ
れ
を
裏
返
し
て
冊
子
に
仕
立
さ
せ
、
そ
れ
に

『仏
法
伝
来
記
』
を
改
め
て
書
写
さ
れ
、
日
法
上
人
に
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
前
者
が
書
写
さ
れ
た
後
に
改
め
て
冊
子
に
仕
立
て
ら

れ
る
ま
で
に
は
、
数
年
の
歳
月
は
過
ぎ
た
と
思
わ
れ
る
。

中
尾
氏
の
見
解
を
確
か
め
る
為
に
紙
背
部
分
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
点
に
注
目
さ
れ
る
。

１
第
十
四
紙
の
紙
背
の
み
が

『貞
元
釈
教
録
』
の
写
し
で
、
第
十
三
紙
紙
背
か
ら
第
二
紙
紙
背
ま
で
の
部
分
に
、
声
聞

・
縁
覚

ｏ
菩
薩

の
修
行
の
行
位
が
記
さ
れ
て
い
る
。

２
各
紙
の
継
目
を
見
る
と
、
図
解
の
部
分
で
線
が
前
紙
か
ら
後
紙
に
続
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
切
断
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
中
尾
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
巻
子
本
を
継
目
で
解
装
し
た
時
に
、
線
が
切
断
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

３
紙
背
か
ら
各
紙
の
折
目
の
部
分
を
見
る
と
、
折
目
を
渡
る
図
解
の
線
の
中
、
第
十

一
紙
紙
背
は

一
直
線
で
あ
る
が
、
他
の
折
目
の
部

分
に
線
が
切
れ
て
い
る
所
が
あ
る
。
第
十
紙
、
第
九
紙
、
第
八
紙
、
第
二
紙
の
紙
背
に
あ
る
折
目
を
渡
る
線
は
、
い
ず
れ
も
折
目
の

線
で
食
い
違
い
が
見
え
、　
一
気
に
引
か
れ
た
直
線
で
は
な
い
。

４
現
在
表
の

『佛
法
博
来
記
』
が
冊
子
本
に
書
か
れ
、
そ
れ
を
修
復
の
為
に
巻
子
本
に
仕
立
て
た
時
に
、
各
紙
の
端
が
切
断
さ
れ
て
い

る
が
、
紙
背
を

一
紙
ご
と
に
見
る
と
、
ど
の
継
目
上
に
も
文
字
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
必
ず
継
目
部
分
の
余
白
を
取
っ
て

一
紙
の
中

に
納
ま
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
又
各
紙
の
中
央
に
あ
る
折
目
の
線
上
に
も
文
字
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

５
表
裏
の
文
字
の
筆
蹟
に
つ
い
て
は
、
中
尾
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
現
在
紙
背
と
な
っ
て
い
る
部
分
の
文
字
が

一
番
若
い
が
、
次
に

『佛
法
博
末
記
』
の
部
分
が
書
か
れ
、
『開
元
釈
教
録
』
『貞
元
釈
教
録
』
の
部
分
は
最
後
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
表
の
部
分
で
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も
筆
蹟
に
時
間
的
な
経
過
が
見
ら
れ
る
。

前
記
の
３

ｏ
４
か
ら
、
紙
背
の
修
行
者
の
行
位
は
、
紙
を
継
い
だ
巻
子
本
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
最
初
か
ら

一
紙
を
半
分
に
折

っ

て
造
ら
れ
た
冊
子
本
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
後
に
冊
子
本
を
改
装
し
て
、
そ
の
順
序
の
ま
ま
各
紙
を
裏
返
し
、
冊
子
本

を
造
り
、
そ
れ
に
現
在
第
二
紙
表
よ
り
第
五
紙
表
ま
で
に

『佛
法
博
来
記
』
、
第
六
紙
表
よ
り

『開
元
釈
教
録
』
等
を
書
写
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
第
十
四
紙
紙
背
の

『貞
元
釈
教
録
』
の
部
分
で
あ
る
。

現
在
翻
印
さ
れ
て
い
る

『開
元
釈
教
録
』
『貞
元
釈
教
録
』
を
参
考
に
検
討
し
て
ゆ
く
と
、
第
六
紙
表
か
ら
始
ま
る

『開
元
釈
教
録
』
の

記
事
は
、
途
中

『続
高
僧
伝
』
を
引
用
し
た

「信
行
」
の
記
事
を
挟
ん
で

『貞
元
釈
教
録
』
の
記
事
と
な
る
が
、
第
十
四
紙
の
左
半
紙
の

途
中
で
切
断
さ
れ
て
い
る
。
丁
度
こ
の
第
十
四
紙
の
紙
背
に
の
み

『釈
教
録
』
の
記
事
が
あ
り
、
現
在
の

『貞
元
釈
教
録
』
に
は
無
い
記

事
で
あ
る
。
そ
こ
で

『開
元
釈
教
録
』
と
対
照
し
て
み
る
と
、
第
十
四
紙
紙
背
の
記
事
は
、
第
十
四
紙
表
の
記
事
の
続
き
で
、
さ
ら
に
第

十
五
紙
に
続
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
現
在
の
調
巻
の
ま
ま
で
は
、
第
十
四
紙
表
左
部
分
と
第
十
五
紙
表
右
部
分
は
、
文
章
と

し
て
続
か
な
か
っ
た
が
、
第
十
四
紙
紙
背
部
分
を
挟
む
と
連
続
し
た
文
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
さ
ら
に
現
存
す
る
記
事
の
最
後
尾
で
あ

る
第
十
六
紙
ま
で
一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

第
十
五
紙
、
第
十
六
紙
に
は
紙
背
部
分
に
文
字
は
無
い
の
で
、
修
行
者
の
行
位
を
記
し
た
紙
背
を
利
用
し
た
第
十
三
紙
ま
で
の
冊
子
本

に
、
新
た
に
第
十
四
紙
以
下

（幾
紙
あ
っ
た
か
は
不
明
）
の
紙
数
を
加
え
て
冊
子
本
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
但
、
表
と
紙
背
に

『釈
教

録
』
が
筆
写
さ
れ
た
第
十
四
紙
は
、
表
左
部
分
で
切
断
さ
れ
て
い
て
、
文
字
の
書
か
れ
て
い
る
の
は
四
行
の
み
で
、
記
事
と
し
て
連
続
し

て
い
る
紙
背
を
見
る
と
、
「根
機
普
薬
法
二
巻
」
の
部
分
が
丁
度
折
目
上
に
書
か
れ
て
い
る
。
前
記
の
よ
う
に
、
修
行
者
の
行
法
を
記
し
た

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

紙
面
を
裏
返
し
て
冊
子
本
を
造

っ
た
上
で
、
「佛
法
博
来
記
』
や

『釈
教
録
』
を
書
写
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
第
十
四
紙
の
紙
背
に
は

筆
写
出
来
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
状
を
理
解
出
来
る
よ
う
に
考
え
る
と
、
全
十
六
紙
以
上
の
冊
子
本

（第
十
三
紙
ま
で
は
紙
背
を

再
利
用
）
を
造
り
、
「佛
法
博
末
」
か
ら
写
し
始
め
て
筆
写
が
終
了
し
た
。
そ
の
後
、
第
十
四
紙
左
半
紙
部
分
の
記
事
に
訂
正
す
べ
き
点
が

生
じ
た
が
余
白
が
な
い
。
そ
こ
で
第
十
四
紙
の
左
半
紙
の
五
行
日
以
下
を
切
り
取
り
、
紙
背
に
訂
正
す
べ
き
記
事
を
筆
写
し
た
。
従

っ
て

第
十
四
紙
は
、
冊
子
本
の
中
で
右
半
紙
は
綴
じ
ら
れ
て
い
て
も
、
左
半
紙
は
折
り
込
み
状
態
で
、
紙
背
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
冊
子
本
を
裏
返
し
て
順
序
を
変
え
ず
に
新
た
な
冊
子
本
と
し
た
の
は
、
改
装
に
携
わ
っ
た
人
物
に
紙
背
と
な
る
文
章
を
も

残
そ
う
と
い
う
気
持
が
あ
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。

尚
、
現
在
最
後
尾
第
十
七
紙
に
あ
る
「仏
法
渡
次
第
□
記
」
と
「釈
日
法

傘
化
押
ご

と
書
か
れ
た

一
紙
は
、
こ
の
写
本
の
所
持
者
で
あ

っ

た
日
法
聖
人
が
表
紙
と
し
て
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
冊
子
本
か
ら
巻
子
本

へ
の
改
装
時
に
痛
み
の
は
げ
し
い
表
紙
の
墨
付
の
部
分
の
み
を

最
後
尾
に
表
装
し
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
標
題
の

「次
第
□
」
の
部
分
に
墨
が
付
い
て
、　
一
見
文
字
を
抹
消
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
第

一
紙
か
ら
第
四
紙
あ
た
り
ま

で
丁
度
の
各
紙
の
同
じ
位
置
に
墨
ヨ
ゴ
ン
が
あ
る
の
で
、
抹
消
の
墨
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
拍
子
に
標
題
に
墨
が
付
き
、
そ
れ
が
第
四
紙

ま
で
浸
み
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
墨
ヨ
ゴ
ン
を
見
る
と

一
紙
の
右
半
紙
と
左
半
紙
で
対
称
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
形
と

破
損
部
分
の
形
状
か
ら
、
本
稿
で
第

一
紙
と
す
る
徳
蔵
菩
薩
の
記
事
の
あ
る
半
紙
は
、　
一
紙
の
右
半
紙
で
あ
り
、
左
半
紙
は
欠
損
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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一
一

『佛
法
博
末
記
』
の
呼
称
に
つ
い
て

現
在
の
巻
子
本
に
は
、
題
策
に

『佛
法
博
来
記
』
と
あ
り
、
題
答
の
下
部
に
貼
ら
れ
た
昭
和
四
十
九
年
八
月
二
十
四
日
付
の
光
長
寺
宝

物
管
理
委
員
会
の
調
査
ラ
ベ
ル
に
は
、
名
称

「日
本
国
佛
法
渡
次
第
記
」、
筆
者

「宗
祖

（日
法
筆
な
ら
ん
か
と

と
あ
る
。

明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
編
、
『光
長
寺
霊
宝
掴
』
に
は
、
「蓮
師
御
筆
」
の
部
に

「日
本
佛
法
博
末
記
雲

一
軸
」
と
あ
る
。

題
蜜
は
、
延
宝
三
年

（
一
六
七
五
）
光
長
寺
二
十
四
世
日
寛
上
人
代
に
巻
子
本
に
修
復
の
際
に
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は

第
二
紙

一
行
日
に

「日
本
國
佛
法
渡
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
、
管
理
委
員
会
の
ラ
ベ
ル
の
題
は
、
巻
末
に

「仏
法
渡
次
第
□
記
」

と
日
法
聖
人
の
筆
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〓
一　
筆
者
と
筆
写
時
期

筆
者
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に

『光
長
寺
霊
宝
掴
』
で
は
日
蓮
聖
人
と
し
、
光
長
寺
宝
物
管
理
委
員
会
の
ラ
ベ
ル
で
は

「宗
祖
」

と
し
な
が
ら
も
、
末
尾
の
日
法
聖
人
の
署
名
に
影
響
さ
れ
て

「日
法
筆
な
ら
ん
か
」
と
註
記
し
て
い
る
。
ま
た
大
正
七
年
十
二
月
に
光
長

（７
）

寺
の
宝
物
調
査
を
行

っ
た
稲
田
海
素
師
は
、
『佛
法
博
来
記
』
を
日
法
聖
人
の
写
本
と
し
て
い
る
。

日
蓮
聖
人
の
筆
蹟
を
長
年
研
究
さ
れ
て
い
る
中
尾
尭
氏
は
、
『佛
法
博
末
記
』
を
聖
人
の
真
蹟
で
あ
り
、
筆
写
時
期
は
文
永
六
年
か
七
年

と
さ
れ
、
紙
背
の
文
字
は
、
文
永
初
年
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
今
は
こ
の
説
に
従

っ
て
お
き
た
い
。
但
、
第

一
紙
と
し
て
表
装
さ
れ
て

い
る
部
分
の
筆
者
に
つ
い
て
は
、
仏
法
伝
来
、
開
元
釈
教
録
、
貞
元
釈
教
録
と
は
異
筆
で
あ
り
、
日
春

ｏ
日
法
聖
人
の
筆
か
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
現
在
は
不
明
で
あ
る
。

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

四
　

『佛
法
博
来
記
』
の
内
容

後
に
翻
印
す
る
よ
う
に
、
「佛
法
博
末
記
』
の
内
容
は
、
表
文
書
の
①
徳
蔵
菩
薩
に
関
す
る
記
事
　
②
日
本
国

へ
の
仏
法
渡
来
の
記
事

③
開
元

・
貞
元
釈
教
録
に
関
わ
る
記
事
の
三
つ
の
部
分
と
、
紙
背
文
書
の
④
修
行
者
の
行
位
、
の
計
四
部
分
か
ら
成

っ
て
い
る
。
以
下
こ

の
順
に
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

①
徳
蔵
菩
薩
に
関
す
る
記
事

半
紙
分
し
か
残
存
し
て
い
な
い
の
で
詳
し
い
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
法
華
経
序
品
中
の

「時
有
二
菩
薩
一、
名
日
二徳
蔵
一。
日
月
燈
明

佛
、
即
授
二
其
記
一、
告
二諸
比
丘
一。
是
徳
蔵
菩
薩
、
次
営
二
作
佛
一、
琥
日
二浄
身
、
多
陀
阿
伽
度
、
阿
羅
訂
、
三
貌
三
佛
陀
一。
Ｌ
の
経
文

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
「次
営
作
仏
」
と
言
わ
れ
て
も
、
二
乗
小
行
の
輩
で
あ
る
か
ら
、
大
乗
に
心
を
変
え
て
も
速
く
成
仏
出
来

る
も
の
で
は
な
く
、
「次
営
作
仏
」
と
言
わ
れ
て
も
補
虎
授
記
で
は
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『法
華
文
句
』
『法
華
文
句
記
』
等
に
も
、
こ
の
経
文
の
解
釈
と
し
て
徳
蔵
菩
薩
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
第

一
紙
の
文
章
と
は
異
な

り
、
何
か
の
写
し
か
、
宗
祖
の
講
義
録
の
よ
う
な
文
章
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

②
仏
法
伝
来
の
記
事

『日
本
紀
』
を
引
用
し
て
欽
明
天
皇
代
に
仏
教
が
我
国
に
伝
来
し
て
よ
り
、
敏
達
天
皇
、
用
明
天
皇
の
代
の
仏
教
興
隆
に
関
わ
る
記
事

が
筆
写
さ
れ
て
い
る
。

『日
本
紀
』
は
、
『日
本
書
紀
』
の
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
祖
遺
文
中
の
仏
教
伝
来
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
『扶
桑
略
記
』
を
参
照
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
検
討
し
て
い
る
。
『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て
も
、
『扶
桑
略
記
』
の
引
用
が
見
ら
れ
る
の
か
、
次
に
繁
雑
で
は
あ
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（・２
）

る
が

『佛
法
博
末
記
』
中
の
記
事
に
対
応
す
る

『日
本
書
紀
』
と

『扶
桑
略
記
』
の
記
事
を
比
較
す
る
為
に
列
記
し
て
み
る
。

①
欽
明
天
皇
　
治
汁
二
年
王
子
男
十
七
人
　
女
九
人
　
四
人
即
位
　
癸
亥
年
即
位
　
以
庚
申
年
篤
元
年

日
本
書
紀

子
の
氏
名
等
個
別
の
記
事
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
記
事
は
な
い
。

扶
桑
略
記

欽
明
天
皇
　
酬
一
黙
十
備
期
一一婢
九
人
　
四
人
即
位

継
外
天
皇
第
二
子
、
母
皇
后
手
白
香
、
は
酪
瑞
勤
姓
敏
、
癸
亥
年
即
位
。
級
瀞
籍
牌
一一羅
鵠

②
壬
申
冬
十
月
十
三
日
辛
酉
　
百
済
国
聖
明
王
始
献
金
銅
釈
迦
像

一
躯
井
経
論
幡
蓋
等
　
其
表
文
略
之
但
是

日
本
書
紀

冬
十
月
、
百
済
聖
明
王
遣
二
西
部
姫
氏
達
率
怒
悧
斯
致
契
等
一、
献
二
釈
迦
佛
金
銅
像

一
躯
、
幡
蓋
若
干
経
論
若
干
巻
一。

扶
桑
略
記

壬
申
冬
十
月
十
三
日
辛
酉
、
百
済
国
聖
明
王
始
献
二金
銅
釈
迦
像

一
外
、
井
経
論
幡
蓋
等
一、
其
表
云
。

③
表
云
　
臣
聞
　
万
法
中
佛
法
最
善
　
世
間
之
道
佛
法
最
上
　
天
皇
陛
下
亦
應
修
行
　
故
敬
捧
佛
像
経
教
法
師
　
附
使
貢
献
宜
信
行
者

上己

日
本
書
紀

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
」
に
つ
い
て

対
応
す
る
記
事
は
な
い
。

扶
桑
略
記

一
云
、
同
年
壬
申
十
月
、
百
済
明
王
献
二
阿
弥
陀
佛
像
、
輩
尺
　
観
音
勢
至
像
一、
確
表
云
、
臣
聞
、
万
法
之
中
、
佛
法
最
善
、
世
間
之

道
、
佛
法
最
上
、
天
皇
陛
下
亦
應
二修
行
一、
故
敬
捧
二
佛
像
経
教
法
師
一、
附
レ使
貢
献
、
宜
二
信
行
一者
己
上
。

０
使
人
西
部
姫
氏
達
率
怒
利
致
契
与
思
率
多
利
井
弐
人
等
差
使
貢
　
天
皇
聞
其
表
文
歓
喜
踊
躍
　
詔
使
者
曰
　
朕
従
昔
以
来
事

日
本
書
紀

百
済
王
臣
明
謹
遣
二陪
臣
怒
嘲
斯
致
契
一、
奉
二
伝
帝
国
一、
流
二
通
畿
内
一、
果
二
佛
所
レ記
我
法
東
流
一、
是
日
、
天
皇
聞
己
歓
喜
踊
躍
、
詔
二

使
者
一云
、
朕
従
Ｌ
日
来
。

扶
桑
略
記

渡
二
伝
帝
国
一、
流
二
通
畿
内
一、
果
二佛
之
所
レ記
我
法
東
流
一臭
　
天
皇
聞
己
、
歓
喜
踊
躍
、
詔
二使
者
一云
、
朕
従
■
日
来
。

働
大
臣
悦
安
置
小
治
田
家
勤
修
出
世
之
業
　
次
捨
向
原
家
篤
寺
相
木
原
家
　
是
時
疾
疫
盛
興
臭
　
大
連
等
奏
日
　
不
須
臣
等
之
計
致
此
疾

□
　
縦
火
焼
寺
　
子
時
無
風
雲
而
雨
有
火
災
□
大
殿
　
同
年
大
連
物
部
尾
輿
莞

日
本
書
紀
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大
臣
脆
受
而
析
悦
安
二
置
小
墾
田
家
一、
懃
脩
二
出
世
業
一篤
レ
因
、
浄
二
捨
向
原
家
一馬
レ寺
、
於
レ後
国
行
二
疫
気
一、
民
致
二
夭
残
一、
久
而
念

多
、
不
レ能
三
治
療
一、
物
部
大
連
尾
輿
、
中
臣
連
鎌
子
同
奏
日
、
音
日
不
レ須
二
臣
計
一致
二
斯
病
死
一、
（中
略
）
復
縦
二
火
於
伽
藍
一、
焼
儘

更
無
レ余
、
於
レ是
天
無
二
風
雲
一忽
災
二大
殿
・。

扶
桑
略
記

大
臣
悦
受
、
安
二
置
小
治
田
家
一、
勤
二
修
出
世
之
業
一、
次
捨
二向
原
家
一篤
レ寺
輔
絲
新
嫁
、　
是
時
、
疾
疫
盛
興
臭
、
物
部
尾
輿
大
連
等
奏

日
、
不
レ
須
二
臣
等
之
計
一、
致
二
此
病
死
一、
縦
レ火
播
レ寺
、
子
レ時
無
二
風
雲
一而
火
二
災
大
殿
一、
同
年
、
大
連
物
部
尾
輿
莞
。

０
以
庚
寅
年
彼
坐
寺
佛
像
大
焼
己
○
□
□
無
風
莫
雨
清
明
　
従
天
火
降
落
合
利
□
□
　
明
年
辛
知
四
月
天
皇
崩
命
也
　
又
大
連
物
部
尾
輿

即
莞
　
汁
二
年
辛
四
月
十
五
日
天
皇
崩

日
本
書
紀

汁
二
年
、
夏
四
月
戊
寅
朔
壬
辰
、
天
皇
寝
疾
不
豫
、
（中
略
）
是
月
、
天
皇
遂
崩
二
千
内
寝
一、
時
年
若
干
。

扶
桑
略
紀

丹

一
年
庚
寅
二
月
、
大
臣
漁
我
宿
祢
稲
日
、
年
六
十
五
莞
、
在
官
汁
五
年
、
（中
略
）
丹
二
年
辛
知
四
月
十
五
日
、
天
皇
崩
。

０
敏
達
天
皇
　
治
十
四
年
王
子
男
七
人
女
十
人
　
辛
知
年
四
月
即
帝
位

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

日
本
書
紀

元
年
夏
四
月
壬
申
朔
甲
成
、
皇
太
子
即
二
天
皇
位

一。

扶
桑
略
記

敏
達
天
皇
酬
仁
黙
七
婦
十
如
杵
人

征
（一節
位
人
一

四
月
三
日
甲
成
、
天
皇
即
二
天
子
位

一。

③
新
羅
献
太
子
　
八
年

亥
己
十
月
　
自
新
羅
国
献
送
釈
迦
像
　
厩
戸
王
上
宮
太
子
奏
云
　
末
世
尊
之
則
鎗
禍
蒙
福
　
蔑
之
則
招
災
縮
壽

天
皇
大
悦
　
安
置
供
養
　
今
在
興
福
寺
東
金
堂

日
本
書
紀

八
年
冬
十
月
、
新
羅
遣
二棟
叱
政
奈
末
一進
レ調
、
井
送
二
佛
像
一。

扶
桑
略
記

八
年
己
亥
十
月
、
自
二
新
羅
国
一献
二
送
釈
迦
佛
像
一、
厩
戸
王
子
孔
館
太
奏
日
、
末
世
尊
レ之
則
鈴
レ禍
蒙
レ福
、
蔑
レ之
則
招
レ
災
縮
レ壽
、

天
皇
大
悦
、
安
置
供
養
、
今
在
二
興
福
寺
東
金
堂
一。

０
十
四
年

厖
二
月
同
二
月
大
連
物
部
弓
削
宿
祢
守
屋
井
中
臣
勝
海
連
等
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日
本
書
紀

十
四
年
春
二
月
戊
子
朔
壬
寅
、
（中
略
）
二
月
丁
巳
朔
、
物
部
弓
削
守
屋
大
連
興
二中
臣
勝
海
大
夫
一奏
日
。

扶
桑
略
記

十
四
年
乙
巳
二
月
、
（中
略
）
同
二
月
、
大
連
物
部
弓
削
宿
祢
守
屋
、
井
中
臣
勝
海
連
等
。

⑩
欽
明
辛
知
四
月
天
皇
崩
命

日
本
書
紀

夏
四
月
戊
寅
朔
壬
辰
、
（中
略
）
是
月
、
天
皇
遂
崩
二
千
内
寝
一、
時
年
若
干
。

扶
桑
略
記

汁
二
年
辛
卯
四
月
十
五
日
、
天
皇
崩
。

①
丹

一
年
庚
寅
二
月
大
臣
漁
我
宿
祢
稲
目
口
国
十
五
莞
在
位
丹
五
年

日
本
書
紀

光
長
寺
蔵

『佛
法
停
末
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
停
末
記
』
に
つ
い
て

丹

一
年
春
三
月
甲
申
朔
、
蘇
我
大
臣
稲
目
宿
祢
莞
。

扶
桑
略
記

丹

一
年
庚
寅
二
月
、
大
臣
漁
我
宿
祢
稲
日
、
年
六
十
五
莞
、
在
官
汁
五
年
、
歴
■
一代
朝
一。

０
敏
達
天
皇

辛
知
年
四
月
即
帝
位

日
本
書
紀

元
年
夏
四
月
壬
申
朔
甲
成
、
皇
太
子
即
二
天
皇
位
一。

扶
桑
略
記

四
月
三
日
甲
成
、
天
皇
即
二
天
子
位
一。

０
十
四
年
乙
巳
二
月
大
連
物
部
弓
削
宿
祢
守
屋
井
中
臣
勝
海
連
○
時
天
皇
与
大
連
等
忽
発
患
療
　
同
年
八
月
十
五
日
　
天
皇
春
秋
廿
四
崩

日
本
書
紀

二
月
丁
巳
朔
、
物
部
弓
削
守
屋
大
連
興
二中
臣
勝
海
大
夫
一奏
日
、
（中
略
）
属
二
此
之
時
一、
天
皇
興
二大
連
一卒
患
二於
盾
一、
（中
略
）
秋
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八
月
乙
酉
朔
己
亥
、
天
皇
病
弥
留
崩
二
千
大
殿
一。

扶
桑
略
記

十
四
年
乙
巳
二
月
、
（中
略
）
同
二
月
、
大
連
物
部
弓
削
宿
祢
守
屋
、

清
、
（中
略
）
同
年
八
月
十
五
日
、
天
皇
春
秋
廿
四
歳
崩
。

井
中
臣
勝
海
連
等

（中
略
）
子
レ時
天
皇
興
二
大
連
等
一、
忽
発
患
レ

ｍ
用
明
天
皇
治
一一年
　
乙
巳
年
九
月
五
日
天
皇
即
位
明
年
篤
元
年

日
本
書
紀

九
月
甲
寅
朔
戊
午
、
天
皇
即
二
天
皇
位
一。

扶
桑
略
記

用
明
天
皇
酬
預
黙
七
婦
二
婢
一
人

缶
小一雨
位
人
一
（中
略
）
乙
巳
年
九
月
五
日
、
天
皇
即
位
。
刑
管
棚
摯
．

０
二
年
丁
未
四
月
天
皇
不
豫
　
詔
郡
臣
日
　
朕
思
欲
帰
三
宝
卿
等
宜
量
也
　
物
部
守
屋
大
連
中
臣
勝
海
連
曰
　
何
背
国
神
敬
他
神
哉

日
本
書
紀

二
年
夏
四
月
乙
巳
朔
丙
午
、
御
二
新
嘗
於
磐
余
河
上
一、
是
日
天
皇
得
レ病
還
二
入
於
宮
一、
群
臣
侍
焉
、
天
皇
詔
二群
臣
一日
、
朕
思
三
欲
帰

光
長
寺
蔵

『佛
法
停
来
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

二
三
宝
一、
卿
等
議
之
、
群
臣
入
レ朝
而
議
、
物
部
守
屋
大
連
典
二中
臣
勝
海
連
一、
違
レ詔
議
日
、
何
背
二
国
神
一敬
二他
神
一也
。

扶
桑
略
記

二
年
丁
未
四
月
、
天
皇
不
豫
、
太
子
不
レ解
二
衣
帯
一、
日
夜
侍
レ病
、
撃
二
香
燎
一祈
請
、
音
不
レ絶
レ響
、
詔
二
群
臣
一日
、
朕
思
三
欲
帰
Ｌ
一

宝
一、
卿
等
宜
Ｌ
里
也
、
物
部
守
屋
大
連
、
中
臣
勝
海
連
日
、
何
背
二
国
神
一、
敬
二他
神
一也
。

①
四
月
九
日
天
皇
崩

天
皇
崩
二
千
大
殿
・。

扶
桑
略
記

四
月
九
日
、
天
皇
崩
。

ｍ
穴
太
部
皇
子
守
屋
篤
王
也

日
本
書
紀

日
癸 本
丑 書｀
紀
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五
月
、
物
部
大
連
軍
衆
三
度
驚
骸
、
大
連
元
欲
下
去
二
余
皇
子
等
一、
而
立
二穴
穂
部
皇
子
一篤
中
天
皇
Ｐ

扶
桑
略
記

二
年
丁
未
五
月
、
物
部
大
連
軍
衆
三
度
驚
骸
、
守
屋
大
連
元
欲
下
去
三余
皇
子
一而
立
二
穴
太
部
皇
子
一、
篤
中
天
皇
ｐ

Ｏ
蘇
我
馬
子
奉
炊
屋
姫
令
率
兵
口
□
殺
穴
太
部
皇
子

日
本
書
紀

蘇
我
馬
子
宿
祢
等
奉
二
炊
屋
姫
尊
一、
詔
二
佐
伯
連
丹
経
手
、
土
師
連
磐
村
、
的
臣
真
噛
一日
、
汝
等
厳
レ兵
、
速
往
誅
三
殺
穴
穂
部
皇
子
興
二

宅
部
皇
子
一。

扶
桑
略
記

六
月
、
大
臣
馬
子
宿
祢
奉
二
炊
屋
姫
令
一、
遣
三
佐
伯
連
等
一率
レ兵
誅
中
殺
穴
大
部
皇
子
、
宅
部
皇
子
ｐ

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

以
上
十
八
の
部
分
に
分
け
て
比
較
し
て
み
た
が
、
こ
の

『佛
法
博
来
記
』
に
お
い
て
も
、
宗
祖
は

『日
本
書
紀
』
よ
り
も

『抹
桑
略
記
』

を
参
照
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

現
存
し
て
い
る
宗
祖
遺
文
中
に
は

『佛
法
博
末
記
』
と
呼
ば
れ
る
遺
文
は
無
い
が
、
先
師
が
整
理
し
た
遺
文
目
録
の
中
に
は
、
『佛
法
博

末
記
』
の
名
を
記
載
し
た
も
の
が
あ
る
。

ま
ず

『本
尊
聖
教
録
』
（中
山
祐
師
目
録
）
に
は
、
御
書
の
項
に

「皇
代
並
我
朝
佛
法
始
事
　
一
巻
」
と
あ
る
が
、
内
容
は
仏
教
伝
来
に

関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

『大
聖
人
御
筆
目
録
』
（身
延
意
師
目
録
）
に
は
、
「不
御
書
御
筆
　
巻
物
註
文
」
の
項
に
、
「日
本
佛
法
博
末
之
事
　
一
巻
」
と
あ
っ

て
、
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
稿
で
検
討
し
て
い
る

『佛
法
博
末
記
』
の
題
号
と

一
致
す
る
宗
祖
真
筆
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た

『身
延
山
久
遠
寺
御
霊
宝
記
録
』
（乾
師
目
録
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

一
、
日
本
国
佛
法
渡
次
第
事

都
千
大
和
国
高

敏
達
天
皇
孫
　
一田
固
図
目
旧
因

皇
子

聴
衆

一
百
人
沙
弥

一
百
口

文

己
上
廿
五
紙
　
表
裏
共
御
筆
也
　
但
奥
十
五
紙
ノ
分
裏

二
有
之
　
初
十
紙

ハ
表
二
斗
出
ス

「此
間
文
字
損
失
」
の
部
分
は
、
『扶
桑
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
記
事
の
一
部
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

舒
明
天
皇
酬
秩黙
四婚
輛
鮒
稼
背
二格
世
咋一年
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敏
達
天
皇
孫
也
、
彦
人
大
兄
皇
子
二
男
、
母
敏
達
天
皇
女
、
糠
手
姫
也
、
己
丑
歳
正
月
四
日
丙
午
、
年
丹
七
即
位
、
都
二
大
和
國
高
市
郡

岡
本
宮
一。

ま
た

「聴
衆

一
百
人
沙
弥

一
百
口
ど

の
部
分
は
、
『扶
桑
略
記
』
聖
武
天
皇
　
天
平
九
年
十
月
丙
寅
日
の

於
二
大
極
殿
一講
二
最
勝
王
経
一、
朝
庭
之
儀
、　
一
同
一一元
日
一、
律
師
道
慈
篤
二
講
師
一、
堅
蔵
篤
二
讀
師
一、
聴
衆

一
百
人
、
沙
弥

一
百
口
。

に
当
る
と
思
わ
れ
、
久
遠
寺
に
存
在
し
た

『日
本
国
佛
法
渡
次
第
事
』
は
、
日
乾
師
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
舒
明
天
皇
即
位
よ
り
聖
武
天
皇

天
平
九
年
十
月
丙
寅
日
条
ま
で
の
部
分
で
、
丁
度
光
長
寺
に
現
存
す
る

『佛
法
博
末
記
』
に
続
く
部
分
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
が
現
存
し
な
い
両
者
を
単
純
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
久
遠
寺
曽
存
の
資
料
が
全
二
十
五
紙
で
あ
り
、
そ
の
中

十
五
紙
に
つ
い
て
は
、
紙
背
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た

『身
延
山
久
遠
寺
蓮
祖
御
真
輸
入
函
之
次
第
』
（箕
師
目
録
）
に
は
、
「日
本
佛
法
博
来
事
　
一
巻
」。
『御
書
井
御
聖
教
目
録
』
（筵

師
目
録
）
に
は
逮
「日
本
佛
法
博
末
次
第
事
　
一
巻
」
。
「西
土
蔵
宝
物
録
』
（亨
師
目
録
）
に
は
述
「日
本
佛
法
博
来
次
第
事
　
一
巻
」
と
見

え
、
前
の
乾
師
目
録
に
見
え
る

『日
本
国
佛
法
渡
次
第
事
』
が
継
続
的
に
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
。

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
」
に
つ
い
て

③
開
元

・
貞
元
釈
教
録
に
関
わ
る
記
事

は
じ
め
は

『開
元
釈
教
録
』
巻
第
十
八
か
ら
の
抜
き
書
で
あ
る
が
、
同
釈
教
録
巻
第
十
八
は
、
別
録
中
の
疑
惑
再
詳
録
第
六
と
倫
妄
乱

真
録
第
七
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
疑
惑
再
詳
録
は
、
経
文
の
内
容
を
検
す
る
に
容
易
に
真
俗
を
決
定
出
来
ぬ
た
め
に
、
更
に
研
究
の
必

要
な
も
の
を
挙
げ
て
お
り
、
偽
妄
乱
真
録
は
、
中
国
に
仏
教
が
伝
来
し
て
よ
り
以
後
、
中
国
で
作
ら
れ
た
偶
経
が
あ
り
、
古
く
か
ら
真
偶

の
研
究
が
行
な
わ
れ
、
古
経
録
に
指
摘
さ
れ
た
偽
妄
録
を
検
討
し
整
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｊ

一理
し
た
も
の
で
あ
る
。

『佛
法
博
末
記
』
に
引
用
さ
れ
た
疑
惑
再
詳
録
第
六
で
は
、
疑
惑
録
の
趣
旨
を
記
す
だ
け
で
具
体
的
な
経
名
の
引
用
は
な
い
。
続
く
俗

妄
乱
真
録
第
七
で
は
、
「佛
名
経
」
と

「要
行
捨
身
経
」
を
引
用
の
後
に
、
ど
一階
佛
法
」
「十
大
段
明
義
」
「根
機
普
薬
法
」
Ｊ
一十
六
種
対

面
不
識
錯
法
」
「対
根
起
行
法
」
と
い
う
三
階
教
に
関
係
す
る
経
典
一　
　
　
　
　
　
（３

τ
引
用
し
て
い
る
。

続
い
て

『続
高
僧
伝
』
巻
十
六
の
中
、
「信
行
」
の
伝
を
抄
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に

『貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
第
二
十
八
の
中
、
別
録
中

の
疑
惑
再
詳
録
第
六
、
倫
妄
乱
真
録
第
七
の
一
部
を
筆
写
し
た
も
の
　

　

（３

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『開
元
釈
教
録
』
『貞
元
釈
教
録
』
の
部
分
的
な
書
写
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
信
行
に
よ
っ

て
隋
代
に
興
り
唐
代
末
ま
で
盛
ん
で
あ
っ
た
三
階
教
に
関
わ
る
記
事
で
あ
る
。

三
階
教
は
、
隋
代
に
興

っ
た
新
興
仏
教
で
あ
る
が
、
当
時
の
社
会
不
安
や
末
法
思
想
の
浸
透
と
共
に
　
　
　
　
　
　
（３

急
速
に
広
ま
っ
た
。
し
か
し
弾
圧

も
受
け
て
お
り
、
前
記
の
三
階
教
に
関
す
る
経
典
類
も

『開
元
釈
教
録
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
現
在
の

『貞
元
釈
教
録
』
に

は
、
巻
十
、
総
集
群
経
録
上
之
十
の
中
に

「沙
門
繹
信
行
」
卦
恒
瑯
細
財
瓢
惜
糠
帳
諏
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
逐
諸
経
典
の
記
述
は
削
除

さ
れ
て
い
る
。

従

っ
て

『佛
法
博
来
記
』
の
後
半
部
分
に
宗
祖
が
筆
写
さ
れ
た
部
分
は
、
現
在
の

『貞
元
釈
教
録
』
で
は
見
ら
れ
な
い
記
事
で
あ
り
、
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『三
階
教
之
研
究
』
で
削
除
さ
れ
て
い
な
い
目
録
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
写
本
以
外
の
貴
重
な
文
献
と
言
え
る
。

日
蓮
聖
人
は
三
階
教
に
つ
い
て
遺
文
中
に

漢
土
の
三
階
禅
師
云
、
教
主
釈
尊
の
法
華
経
は
第

一
第
二
階
の
正
像
の
法
門
な
り
。
末
代
の
た
め
に
は
我
が
つ
く
れ
る
普
経
な
り
。
法

華
経
を
今
の
世
に
行
ぜ
ん
者
は
十
方
の
大
阿
鼻
獄
に
堕
べ
し
。
末
法
の
根
機
に
あ
た
ら
ぎ
る
ゆ
へ
な
り
と
申
て
、
六
時
礼
懺
四
時
の
坐

禅
、
生
身
佛
の
ご
と
く
な
り
し
か
ば
、
人
多
く
尊
て
弟
子
萬
餘
人
あ
り
し
か
ど
も
、
わ
づ
か
の
小
女
の
法
華
経
を
よ
み
し
に
せ
め
ら
れ

て
、
営
坐
に
は
音
を
失
後
に
は
大
蛇
に
な
り
て
、
そ
こ
ば
く
の
檀
即
弟
子
並
に
小
女
庭
女
等
を
の
み
食
し
な
り
睦

又
禅
宗
の
三
階
信
行
禅
師
は
法
華
経
等
の
一
代
聖
教
を
ば
別
教
と
下
す
。
我
が
作
る
経
を
ば
普
経
と
崇
重
せ
し
故
に
、
四
依
の
大
士
の

如
く
な
り
し
か
ど
も
、
法
華
経
の
持
者
の
優
婆
夷
に
せ
め
ら
れ
て
こ
え
を
失
ひ
、
現
身
に
大
地
と
な
り
、
数
十
人
の
弟
子
を
呑
食
℃

等
と
記
さ
れ
て
お
り
、
謗
法
堕
獄
の
例
証
と
さ
れ
て
い
る
。
遺
文
中
に
三
階
教
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『佛
法
博
来
記
』

中
の
、
開
元

・
貞
元
釈
教
録
の
記
事
は
、
日
蓮
聖
人
の
三
階
教
研
究
の
馬
の
書
写
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

④
修
行
者
の
行
位

行
位
に
つ
い
て
は
、
四
教
の
中
、
別
教
、
円
教
を
標
示
し
た
後
に
、
七
賢

（三
賢

・
四
善
根
）
七
聖
の
位
、
声
聞

・
辟
子
仏

・
菩
薩
の

行
位
、
四
諦
、
十
二
因
縁
、
四
念
虎
、
四
正
断
、
四
神
足
、
五
根
、
五
カ
、
七
覚
支
、
八
正
道
、
十
六
心
の
名
目
を
挙
げ
て
い
る
。

『西
谷
名
目
』
や

『天
台
四
教
儀
』
と
比
べ
る
と
、
語
句
に
若
干
の
違
い
の
あ
る
も
の
の
、
大
き
な
相
違
点
は
見
ら
れ
な
い
。

あ
と
が
き

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
と
呼
ば
れ
る
文
献
に
つ
い
て
、
本
文
翻
印
と
書
誌
的
な
検
討
と
内
容
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
な
っ
た
。

こ
の
文
献
に
は
欠
損
部
分
が
あ
る
こ
と
は
残
念
で
あ
る
が
、
日
蓮
聖
人
の
真
蹟
が
現
存
す
る
こ
と
は
非
常
に
貴
重
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
筆
者
と
書
写
さ
れ
た
時
期
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
散
逸
も
し
く
は
抹
消
さ
れ
た
資
料
を
知
る
こ
と
の
出
来
る
こ
と
が
あ

る
為
で
あ
る
。

本
稿
で
も
、
単
に
聖
人
が
書
写
さ
れ
た
真
蹟
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
『貞
元
釈
教
録
』
の

一
部
が
時
の
為
政
者
に
よ
っ
て
抹
消

さ
れ
、
中
国
に
存
在
し
な
い
記
録
を
聖
人
の
書
写
本
の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
聖
人
の
遺
文
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
宗
祖
在
世

当
時
の
世
情
を
知
る
と
い
う
試
み
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
聖
人
の
残
さ
れ
た
も
の
を
文
献
資
料
と
し
て
調
査
す
る
こ
と
も
大
事
な
こ
と

で
あ
る
。

本
稿
成
稿
に
際
し
、
格
別
の
御
配
慮
を
賜

っ
た
調
査
時
の
大
本
山
光
長
寺
貫
首
久
保
木
日
秀
狙
下
並
に
現
貫
首
片
山
日
楽
狙
下
、
調
査

に
立
ち
合
わ
れ
た
石
田
智
清
執
事
長
上
人
を
は
じ
め
山
内
の
各
上
人
に
篤
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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付
記

本
稿
は
平
成
五
年
九
月
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
於
て
発
表
し
た
成
果
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

註

（１
）拙
稿

「光
長
寺
蔵

『山
門
奏
状
』
に
つ
い
て
」
古
文
書
研
究
二
九

（平
成
六
年
十
月
）。

（２
）光
長
寺
寺
宝
の
修
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
光
長
寺
発
行

『御
法
門
御
聞
書
』
解
題

一
一
五
頁
参
照
。

（３
）中
尾
尭

『ご
真
蹟
に
ふ
れ
る
』
（平
成
六
年
　
日
蓮
宗
新
聞
社
）

一
三
二
頁
以
下
参
照
。

（４
）
『開
元
繹
教
録
』
二
十
巻
唐
智
昇
撰
。
大
正
新
修
大
蔵
経
　
第
五
五
巻
　
目
録
部
。

（５
）
『貞
元
新
定
繹
教
目
録
』
三
十
巻
唐
園
照
撰
。
大
正
新
修
大
蔵
経
　
第
五
五
巻
　
目
録
部
。　
以
後

『大
正
蔵
』
と
略
称
す
る
。

（６
）題
策
の
法
量
は
、
縦

一
二

・
三
セ
ン
チ
、
横
二

・
四
セ
ン
チ
で
あ
る
。

（７
）稲
田
海
素

『日
蓮
聖
人
御
遺
文
対
照
記
』
（明
治
四
〇
年
　
村
上
書
店
）
に
は
、
『佛
法
博
末
記
』
の
名
は
見
え
な
い
が
、
同
氏
が

後
に
経
め
ら
れ
た

「祖
書
鑽
仰
史
談

（第
四
回
ご

（大
崎
学
報
八
九
号
　
昭
和

一
一
年
）

一
一
三
頁
で
、
日
法
聖
人
の
写
本
の
中

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（８
）註
（３
）引
用
書

一
三
七
頁
。

（９
）
『縮
刷
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』
（平
楽
寺
書
店
）
六
七
頁
。

（１０
）徳
蔵
菩
薩
の
授
記
に
つ
い
て
、
『法
華
文
句
』
第
二
上

（『大
正
蔵
』
三
四
―
三
四
ｂ
三
二
五
ｃ
）
『法
華
文
句
記
』
巻
第
二
中

（『大

正
蔵
』
三
四
―
二
〇
七
ｃ
）。
徳
蔵
菩
薩
と
補
虎
弥
勒
菩
薩
に
つ
い
て
、
『法
華
義
記
』
巻
第
二

（『大
正
蔵
』
三
二
―
五
九
〇

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

ａ
）。
ま
た
徳
蔵
と
い
う
名
で
あ
れ
ば
、
『維
摩
経
』
の
註
釈
書
に
見
え
て
い
る
。

（ｎ
）拙
稿

「扶
桑
略
記
に
関
す
る

一
考
察
―
日
蓮
聖
人
御
遺
文
と
関
連
し
て
―
」
（関
西
学
院
史
学

一
五
　
昭
和
四
九
年
）
参
照
。
な
お

高
木
豊

「日
蓮
に
お
け
る
日
本
史
の
知
識
と
認
識
―
鎌
倉
在
住
期
の
場
合
―
」
貧
野
村
燿
昌
博
士
古
稀
記
念
論
集
仏
教
史
仏
教
学

論
集
』
昭
和
六
二
年
　
春
秋
社
）
で
は
、
聖
人
は

『日
本
書
紀
』
『扶
桑
略
記
』
の
両
方
を
参
照
し
、
時
に
使
い
わ
け
て
い
る
と
さ

れ
る
。

（‐２
）
『日
本
書
紀
』
『扶
桑
略
記
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
を
使
用
し
た
。

（‐３
）
『昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
三
―
二
七
二
九
頁
。
以
後

『定
遺
』
と
略
称
す
る
。

（・４
）
『定
遺
』
三
―
二
七
四
三
頁
。

（‐５
）
『定
遺
』
三
―
二
七
四
八
頁
。
山
川
智
應

『日
蓮
聖
人
研
究
』
第
二
巻

（昭
和
六
年
　
新
潮
社
）
五
三
〇
頁
に
同
記
事
が
あ
る
が
、

表
現
が

『定
遺
』
と
違

っ
て
い
る
。
著
者
の
注
記
に
大
正
九
年
六
月
に
身
延
山
文
庫
で
写
真
撮
影
し
た
る
時
、
本
書
を
騰
写
、
校

合
し
た
と
い
う
。

（‐６
）註
（１５
）引
用
、
山
川
著
書
五
四

一
頁
。

（‐７
）註
（１５
）引
用
、
山
川
著
書
五
五
八
頁
。

（‐８
）
『定
遺
』
三
―
二
七
五
八
頁
。

（‐９
）
小
野
玄
妙
編

『仏
書
解
説
大
辞
典
』
第
二
巻

（昭
和
四
六
年
　
大
東
出
版
社
）
「開
元
釈
教
録
」
の
項
参
照
。

（２０
）
『大
正
蔵
』
五
五
―
六
七
八
ｂ
。

（２‐
）
『大
正
蔵
』
五
〇
―
五
五
九
ｃ
、
五
六
〇
ａ
。
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（２２
）
『大
正
蔵
』
五
五
―

一
〇

一
五
ｃ
、　
一
〇

一
六
ｂ
。

（２３
）
三
階
教
に
つ
い
て
は
、
矢
吹
慶
輝

コ
ニ
階
教
之
研
究
』
（昭
和
四
八
年
　
岩
波
書
店
）
参
照
。
尚
、
矢
吹
氏
の
研
究
を
含
ん
だ
現
在

ま
で
の
三
階
教
の
研
究
史
と
、
新
資
料
の
紹
介
な
ど
を
行

っ
た
最
近
の
研
究
に
西
本
照
真
ｆ
一階
教
の
研
究
』
（平
成

一
〇
年
　
春

秋
社
）
が
あ
る
。

（２４
）
『大
正
蔵
』
五
五
―
八
四
五
ｃ
。

（２５
）註
（２３
）引
用
矢
吹
著
書
、　
一
八
九
頁
参
照
。

抹
消
さ
れ
た
文
章
が
掲
載
さ
れ
た

『貞
元
釈
教
録
』
に
つ
い
て
、
塚
本
善
隆

「三
階
教
資
料
雑
記
」
同

「日
本
に
遺
存
す
る
原
本

『貞
元
新
定
釈
教
目
録
ヒ

（『中
国
中
世
仏
教
史
論
致
』
所
収
、
昭
和
五
〇
年
　
大
東
出
版
社
）
等
の
資
料
紹
介
が
あ
る
。

（２６
）
『撰
時
抄
』
官
定
遺
』
二
―

一
〇
四
〇
頁
）
真
蹟
存
。

（２７
）
『下
山
御
消
息
』
貧
定
遺
』
二
―

一
三
四
〇
頁
）
真
蹟
断
片
存
。

追
記本

稿
校
正
中
に
開
催
さ
れ
た
平
成
十

一
年
度
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
お
い
て
、
原
井
慈
鳳
氏
の
「光
長
寺
文
書
の
研
究
―
『下
山

抄
』
片
仮
名
文
と
平
仮
名
文
の
筆
者
と

『日
本
國
佛
法
渡
事
』
の
筆
者
―
」
と
い
う
発
表
が
あ
り
、
『佛
法
博
来
記
』
の
筆
者
は
日
法
聖

人
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
の
意
見
を
出
さ
れ
た
。

筆
者
が
宗
祖
で
は
な
く
、
日
法
聖
人
で
あ

っ
て
も
本
字
本
の
内
容
や
評
価
が
変
る
こ
と
は
な
い
が
、
筆
者
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
停
末
記
』
に
つ
い
て

佛
法
博
末
記
　
表
文
書

（巻
初
）

（第
１
紙
表
）

□
讀
経
文
是
徳
蔵
井
次
営
作
仏
　
示
者
有
甫
虎
目
‐‐

己
酬
未
酬

善
倶
開
會
也
一　
可
耶
　
示
者
倶
開
會
口
日
目

非
甫
虎
授
目
――
――
――

今
付
之
一　
不
明
夫
更
云
　
徳
蔵
井
一　
任

井

名
一ロ
ーー
ーー

何
況
二
乗
小
行

輩

雖
廻
心
向
大
一　

無
預
　
　
速
疾

此

次
営
作
仏
　
迷
　
　
是
非
甫
虎
授
記
一　

一■
　
示
者
難
ロ
ーー

サ
ロ
此

付
御
答
一
不
明
両
方

難
　
　
之
一
何
如
　
　
　
　
（第
１
紙
裏
は
欠
損
）

（継
目
）
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（第
２
紙
表
）

日
本
國
佛
法
渡
事



治
汁
二
年
王
子
男
十
七
人

女
九
人
　
四
人
即
位

日
本
記
二
云
　
欽
明
天
皇
　
　
　
　
　
　
　
　
（年
こ
こ

癸
亥
年
即
位
以
庚
申
□

篤
元
年

壬
申
冬
十
月
十
三
日
辛
酉
　
百
済
國
聖
明
王
始
献
金
銅

釈
迦
像

一
躯
井
経
論
幡
蓋
等
　
其
表
文
暑
之
　
但
是

表
云
　
臣
聞
　
万
法
中
佛
法
最
善
　
世
間
之
道
　
佛
法

最
上
　
天
皇
陛
亦
應
修
行
　
故
敬
捧
佛
像
経
教

（法
）
□

師
　
附
使
貢
献
宜
信
行
者

上
己

（第
２
紙
裏
）

使
人
西
部
姫
氏
達
率
怒
利
致
契
与
思

率
多
利
井
弐
人
等
差
使
貢
天
皇
聞
其
表

文
歎
喜
踊
躍
　
詔
使
者
日
　
朕
従
昔
以
来
事

又
云
　
又
云

大
臣
悦
安
置
小
治
田
家
勤
修
出
世
之
業
　
次

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
」
に
つ
い
て

捨
向
原
家
篤
寺
相
木

　

是
時
疾
疫
盛
興
臭

ｒ

原
家

致
此

大
連
等
奏
日
　
不
須
臣
等
之
計
愁
疾
口
‐‐

縦
火
焼
寺
　
子
時
元
風
雲
而
雨
有
火
災
口
‐‐

大
殿
　
同
年
大
連
物
部
尾
輿
莞

（継
目
）

（第
３
紙
表
）

又
云
　
以
庚
寅
年
彼
坐
寺
佛
像
大
焼
己
ｏ
口
日
日

元
風
莫
雨
清
明
徒
天
火
降
落
合
利
口
目
――

明
年
辛
知
四
月
天
皇
崩
命
也

又
大
連
物
部
尾
輿
即
■
莞

汁
二
年
辛
四
月
十
五
日
天
皇
崩
　
敏
達
天
皇

治
十
四
年
王
子
男
七
人
女
十
人

辛
知
年
四
月
即
帝
位

新
羅
献
大
子

八
年

亥
己
十
月
　
自
新
羅
國
献
送
釈
迦
像
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（第
３
紙
裏
）

厩
戸
王
上
宮
太
子
奏
云
　
末
世
尊
之
則
鈴
禍

蒙
福
　
蔑
之
則
招
災
縮
壽
　
天
皇
太
悦
　
安

置
供
養
　
今
在
興
福
寺
東
金
堂
　
十
四
年

厖

（削
）

二
月
同
二
月
大
連
物
部
弓
萌
宿
祢
守
屋

井
中
臣
勝
海
連
等

（継
目
）

（第
４
紙
表
）

庚

寅

　

　

　

　

　

　

　

　

　

又
大
連
物
部
尾
輿
即
日

― ―

日

欽
明
辛
知
四
月
天
皇
崩
命
　
漁
我
大
臣
稲
目
口
‐‐
日

丹
一
年
庚
寅
二
月
大
臣
漁
我
宿
祢
稲
目
目
日
――

「

莞

十
五
莞
在
位
汁
五
年

敏

達

天

皇

　

辛
知
年
四
月
即
帝
位

十
四
年
乙
巳
三
月
大
連
物
部
弓
削
宿
祢
守

屋
井
中
臣
勝
海
連
ｏ
時
天
皇
与
大
連
等

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

忽
発
患
清
　
同
年
八
月
十
五
日
天
皇
春
秋
廿
四
崩

（第
４
紙
裏
）

用
明
天
皇
　
治
一革

乙
巳
年
九
月
五
日
天
皇
即
位
　
明
年
篤
元
年

↑
ゝ
）
　
　
朕

二
年
丁
未
四
月
天
皇
不
豫
　
詔
郡
臣
日
　
思

欲
掃
三
贅
卿
等
宜
量
也

物
部
守
屋
大
連
中
臣
勝
海
連
曰
何
背

敬

國
神
教
他
神
哉

四
月
九
日
天
皇
崩

穴
太
部
皇
子
守
屋
篤
王
也

漁
我
馬
子
奉
故
屋

姫
令
率
兵
口
‐‐
日

（炊

ヵ
）

（継
目
）
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大
部
皇
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（第
５
紙
裏
）

（白
紙
で
記
事
は
な
い
）

（継
目
）

（第
６
紙
表
）

開
元
釈
教
録
巻
第
十
八
捌
燎
　
庚
午
歳
西
（瞳
写
）２

盆
ハ
　
一
十
ヵ
）

寺
沙
門
智
昇
撰
　
別
録
中
疑
惑
再
詳
録
第

口
‐‐
日
□

四
部

一
十
九
巻

疑
惑
録
者
　
自
梵
経
東
聞
年
特
七
百
　
教
者

興
廃
時
復
遷
移
　
先
後
翻
侍
巻
籍
萬
計
　
部
峡

（聞
）

既
廣
尋
閲
難
周
　
定
録
之
人
随
開
便
上
　
而
不
細

（交
）

尋
宗
旨
理
或
疑
焉
　
恐
真
偽
実
参
是
非

相
渉
　
故
篤
別
録
以
示
将
来
　
庶
明
達
高
人

（第
６
紙
裏
）

重
馬
詳
定

（責
）

又
云
　
佛
有
誠
言
此
非
真
難
　
経
云
　
於
我
所
説

若
生
疑
者
尚
不
應
受
況
如
是
等
　
准
斯

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
蔵

『佛
法
停
来
記
」
に
つ
い
て

（理
）

道
雖
須
簡
是
非
　
働
侯
諸
賢
共
詳
真
倫

開
元
釈
教
録
オ
十
八
別
録
　
庚
午
歳
西
崇
福
寺
沙
門
別
録
中
疑

再
詳
録
オ
六

一
十
四
部

一
十
九
巻

Ｆ
智
昇
撰

右
一
経
　
新
奮
諸
録
並
未
曾
載
　
然
尋
文
理

亦
渉
人
謀
　
依
而
行
之
獲
験
非
一　
復
須
詳

（録
力
）

審
且
附
疑
科
　
別
録
中
俗
妄
乱
真
目
□

第
七
三
百
九
十
二
部

一
千
五
十
五
巻

（継
目
）

（第
７
紙
表
）

（大

ヵ
）

偽
経
者
邪
見
所
造
以
乱
真
経
者
也
　
自
口
□

（衰

ヵ
）

師
船
影
向
二
千
年
　
魔
教
競
興
正
法
口
□

損
　
自
有
頑
愚
之
輩
悪
見
迷
心
　
偶
造
諸
経

証
惑
流
俗
　
邪
言
乱
正
可
不
哀
哉
　
今
恐
真

偽
相
参
是
非

一
概
　
讐
夫
幌
山
責
玉
興
瓦

（債
）

石
而
同
流
　
贈
部
真
金
共
鉛
鐵
而
齊
濱

（庶
）

今
儒
件
別
真
倫
可
分
　
度
経
渭
殊
流
無

胎
後
患
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（第
７
紙
裏
）

又
一ム
　
面喜
行
濡
ど
雛
縫
　
肛
蜘
輪
柿
稀
織

右

一
経
亦
知
何
人
所
造
　
邪
営
盛
行
　
経
初

題
云
　
一二
蔵
法
師
玄
失
訳
　
按
法
師
所
訳

有
此
経
　
俗
謬
之
情
照
然
可
見

開
元
録
第
十
八

（倫
ヵ
）

佛
名
経
十
六
巻
　
載
精
十
　
本
経
雖
真
醐
鮪
目
日

雑
編
之
於
此
　
右

一
経
時
俗
号
篤
馬
口
‐‐

（継
目
）

一-121-―

（第
８
紙
表
）

轟
雑
佛
名
　
似
是
近
代
所
集
　
乃
取
留
恥
帥
ｒ
（日
　
取
ヵ
）

詳
十
二
巻
者
錯
綜
而
成
　
於
中
取
諸
経
名
口
目
――
□

後
辟
支
佛
名
建
鷲
ゲ
諸
経
阿
羅
漢
Ｌ
ド
剛
断

篤
三
賓
次
第
　
惣
有
三
十
二
件
　
礼
三
贅
後

（羅
Ｘ
刹
）

皆
有
懺
悔
　
ゝ
，
之
下
併
引
馬
頭
罪
到
儒

経
置
之
於
後
　
乃
以
凡
俗
部
諸
新
於
取
言

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て



光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
」
に
つ
い
て

経
言
　
抄
前
著
後
抄
後
著
前
　
ゝ
後
著

中
　
中
著
前
後
　
此
正
営
也
　
尋
其
所
集
之

（第
８
紙
裏
）
（只
）

全
是
庸
愚
品
如
第
四
巻
中
云
　
南
元
法

（在
）
　
　
　
（列
）

顕
博
経
右
法
贅
中
別
此
博
　
乃
是
東
晋（逃
）

平
陽
沙
門
法
顕
　
往
遊
天
竺
自
記
行
遠

全
死
）
元
非
是
組
置
法
賓
中
誤
謬
之
甚
　
又

如
第
九
巻
云
　
南
元
富
楼
那
南
元
弥
多
羅

尼
子
　
此
是

一
人
名
分
篤
二
唱
　
次
云
　
南
元
阿

（篤

一　

如

ヵ
）

難
羅
喉
羅
　
此
乃
二
人
之
名
号
合
之
ロ
ーー
ーー
□

斯
謬
妄
其
数
二
是
繁
不
能
廣
陳
ロ
ーー
□

（折
目
）

（継
目
）
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（第
９
紙
表
）

如
右
　
群
遇
倣
習
邪
営
共
博
　
若
不
指
口
□

恐
機
真
教
　
故
述
之
也

三

階

佛

法

四

巻

　

内
典
録
云

三
階
別
集
四
巻

者
即
此
是



対
ガ
段
明
義
三
巻
　
簸覇鵠権即雌群別

根

機

普

薬

法

二

巻

　

駄
胡
録
中
除
此
之
外

偶
三
階
集
録
二
巻
者
誤

三
十
六
種
封
面
不
識
録
法

一
巻
　
封
面
不
識
錯

（第
９
紙
裏
）

右
三
階
法
都
有
四
部
　
初
是
四
巻
三
階

次
是
三
巻
三
階
　
一二
是
雨
巻
　
摂
，
後
是

一
巻
三
階
　
後
之
三
本
入
集
録
数

又
云
　
封
根
起
行
法

一
巻
　
割
法一嗣
献
稚
瑚
飾
起

右
三
階
法
及
雑
集
録
　
惣
三
十
五
部
四
十
四

（隋
）

巻
　
随
真
寂
寺
沙
門
信
行
撰

長
房
録
云
　
都
惣
三
十
五
巻
内
典
録
云
口
□

都
四
十
巻
大
同
　
俗
録
但
載
二
十
部
二
十
□

）

（継
目
）

―-123-

（第
１０
紙
表
）

巻
遍
授
不
蓋
其
三
階
教
□
云
四
群
ヵ
）

巻
而
不
列
部
巻
篇
目
今
細
校
括
具
聯
ヵ
）

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て



光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

如
上
信
行
所
撰

雖
引
経
文
皆
営
其
偏
見
妄
穿
墾
　
既
乖
■

）

子
聖
旨
復
昌
真
宗
　
開
皇
二
十
年
有
勅
　
禁

断
不
聴
博
行
　
而
其
徒
既
衆
曼
延
弥
廣
　
同
習

相
薫
朋
援
繁
　
劉湖箱晰期撤菫捌節観　
隋
文
雖

断
流
行
不
能
断
　
失
軟
　
其
本
根
　
我
唐
天
后
證

（第
１０
紙
裏
）

聖
之
元
有
制
合
定
倫
経
及
弁
符
録
　
遠退
送

祠
部
集
内
　
一削
教
門
既
違
背
佛
意
別
稗

異
器
　
即
是
偽
雑
符
録
云
限
　
又
准
天
后
聖

暦
二
年
勅
　
其
有
學
三
階
者
唯
得
乞
食
　
長

齋
絶
緩
授
持
戒
坐
騨
　
此
□
取
行
皆
是
違

律
軟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
板

法
建

（光
）
　
　
（治
）

我
開
元
神
武
皇
帝
　
聖
徳
先
被
普
瞼
黎
元

（反
）

（構
）
　
（出
ヵ
）

聖
日
再
落
麗
天
元
幽
不
燭
　
知
彼
及
真
稀
妄
□

悲

（継
目
）
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（第
Ｈ
紙
表
）

制
断
之
　
開
元
十
三
年
乙
丑
歳
六
月
二
日
勅

［諸晰
）

（令
）
　
　
　

（障
）　
　
　
　
　
　
　
（相
通
ヵ
）

寺
三
階
院
並
合
除
去
隔
部
　
使
興
大
院
口
日
□

衆
僧
錯
居
不
得
別
住

（商
行
集
録
悉
禁
断
□

興
　
若
綱
難
曖

其
行
化
護
人
　
而
不
□
者
勒
還
俗

事
承
明
旨
使
革
往
非
　
私
明
身
価
在
録
　
並
従
刑

胸
距
示
将
来
　
膜
備
　
階
依
．一饗
集
出
雖
元
異
義

即
是
信
行
集
録
之
数
明
□
除
廃
不
疑
輛

存
故
載
斯
録

―
‐‐‐‐人
折
目
）

一-125-―

（第
Ｈ
紙
裏
）

佛
法
有
六
義
第

一
應
知
経

一
巻

六
道
無
擬
六
根
浮
業
義
門
経
十
巻

（
一
一）

右
二
部

一
巻
　
梁
僧
祐
録
云
　
齊
武
帝
時
比
丘

（繹
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（弘
）

静
法
願
　
抄
集
経
義
所
出
　
雖
如
経
義
異

於
俗
造
　
然
既
立
名
号
則
別
成
部
巻
　
燿
後

代
疑
乱
故
明
睡

電

録

販
蝠

一颯
頗

印

睡

（復
）　
　
　
　
（葉
ヵ
）

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

（祐
ヵ
）

□
無
字

房
録
中
有

祐
経
字
無

房
録
中
有



光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

（幸
）

識
源
業

同
墜
最

（継
目
）

（第
１２
紙
表
）

（比
丘
ヵ
）

右
一
部
五
巻
梁
僧
祐
録
云
　
齊
武
帝
時
ロ
ーー
□

釈
王
宗
所
撰
　
抄
集
衆
経
有
似
数
林
　
但

□

（賞
）
　

（注
）

稽
佛
制
　
燿
乱
名
著
故
経
子
録

長
房
録
云

首
題
組
名

闘編獣職期緋
戒
＆
疑
巌
経
一巻
　
馘燎郭孵

（隋
×
翻
）

右

一
部

一
巻

　

階

制

経

學

士

費

長

房

録

云

（節
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（侍
）

菌
齊
武
帝
代
永
明
五
年
常
待
庚
額
採

（意
）
　
（撰
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（篤
ヵ
）

経
蓋

撰
施
録
者
曰
採
意
篤
頌
不
同
□
造

（第
１２
紙
裏
）

（恐
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（周
）

既
別
立
経
名
忠
濫
於
曲
仁
壽
録
及
大
同
録

（編
）
涌
在
倫
中
今
同
彼
偏
於
　
端

（３
）

績
高
僧
博
巻
第
十
六
　
廣
釈
道
宣
撰

習
禅
初
　
　
　
　
（宵
）

齊
邦
下
南
天
竺
僧
井
達
磨
博
五

ヽ
範
殉
と

略
之

一-126-



齊
郊
中
釈
僧
可
博
六

略
之

釈
信
行
　
姓
王
氏

後
於
相
州
法
蔵
寺

向
居
士
　
化
公

瀞松　削絵　恵満

魏
郡
人
ｏ

捨
具
足
戒

（継
目
）

（第
１３
紙
表
）

直
陳
曽
元
典
籍
　
諸
聞
信
者
莫
ロ
ーー
□

受
其
言
　
通
捨
章
疏
徒
其
化

開
皇
之
初
被
召
入
京
　
僕
射
高
穎
　
・海
鴎
）

（住
）
往
真
寂
寺
立
院
虎
之
　
乃
撰
封
根
起

行
三
階
集
録
及
山
東
所
制
衆
事
諸
法

（末

ι

合
四
十
餘
巻
ｏ
開
皇
□
歳
勅
断
不
行
文

（紫
）
　

　

　

　

　

　

　

（↓

翻
経
臨
壇
西
明
寺
賜
此
等
沙
門
園
照
等
奉

勅
撰

（
５
）

貞
元
新
定
釈
教
目
録
巻
第
二
十
八
　
別
録
之
九

（第
１３
紙
裏
）

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

―-127-―



光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

別
録
中
疑
惑
再
詳
群
録

第
六

一
十
四
部

一
十
九
巻

疑
惑
録
者
　
自
梵
経
東
聞
年
牌
七
百
　
教
有

興
廃
時
復
遷
移
　
先
後
翻
博
巻
牌
萬
計
　
部

峡
既
廣
尋
閲
難
周
　
定
録
之
人
随
聞
便
止
　
而

不
細
尋
宗
旨
理
或
疑
焉
　
今
恐
真
俗
交

参
是
非
師
渉
　
故
別
録
以
示
将
来
　
庶
口
‐‐
□

高
人
重
篤
詳
定
文

（継
目
）

―-128-―

（第
１４
紙
表
）

（責
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
（説
ヵ
）

又
云
　
佛
有
誠
言
此
非
真
難
　
経
云
　
於
我
所
□

（其
ヵ
）

若
生
疑
者
尚
不
應
受
況
如
是
等
　
准
□

（理
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（詳
）

道
雖
須
簡
是
非
　
働
侯
諸
賢
共
計
真

倫
又
云
　

一
別
録
中
俗
妄
乱
真
録
第
七
　
．一一爾
醜
計
た
榔
一巻

（大
）

倫
経
者
　
邪
見
所
造
以
乱
真
経
者
也
　
自
在

（師
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
損

暫
鉛
向
二
千
年
　
魔
教
興
正
法
衰

・
自
有



頑
愚
之
輩
　
悪
見
迷
心
倫
造
諸
経
　
証
惑

（折
目
）

（第
１４
紙
裏
）

流
俗
邪
言
乱
正
　
可
不
哀
哉
　
今
恐
真
俗

相
参
是
非

一
栗
　
讐
夫
昆
山
賓
玉
興
瓦

石
而
同
流
　
贈
部
真
金
共
鉛
鐵
而
齊
濱

（篤
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（庶
）

今
倫
件
別
真
俗
可
分
　
度
涯
渭
殊
流
　
　
（第
１４
紙
紙
背
に
つ
づ
く
）

（継
目
）

（第
１５
紙
表
）

右
三
階
法
都
有
四
部
　
初
是
四
巻
三
階

（両
）

三
巻
三
階
　
一二
　
是
四
巻
三
階
　
後
是

一

後
之
三
本
入
集
録
敷
文

右
三
階
法
及
雑
集
録
惣
三
十
五
部
四
十
四
巻

隋
真
寂
寺
沙
門
信
行
撰
前
件
集
録

開
元
釈
教
録
編
在
此
録
之
中
　
今
奉（街
）

貞

元

十

六

年

四

月

十

三

日

勅

　

右

衛

功

徳

使

（牒
）
　
　
　
　
　
　
シ

條
　
稗
得
化
度
寺
僧
善
才
等
状
　
圭謂
編

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
」
に
つ
い
て

信鶴

一-129-―



光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

（第
１５
紙
裏
）

（牒
）

入
貞
元
新
定
釈
教
目
録
者
　
准
状
條

修
撰
院
者
具
列
如
後

（街
）
　

　

　

　

（牒
）

勅
右
衛
功
徳
使
　
條
修
撰
院

化
度
寺
三
階
故
博
法
高
僧
信
行
騨
師

（伍
）

謹
依
経
纂
出
三
階
集
録
参
拾
悟
部

共
痒
拾
津
巻
　
今
伏
見
天
恩
撰
貞
元
前

（牒
ヵ
）
　
　
（目
Ｘ
所
ヵ
）

定
釈
教
目
録
　
次
伏
請
□
修
撰
経
自
□

編
入

（継
目
）

-130-―

（第
１６
紙
表
）

（牒
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（行
ヵ
）

條
得
僧
善
才
等
状
　
一馴
件
高
僧
信
□

謹
依
三
蔵
教
中
抄
出
精
義
纂
成
三
階

集
録
　
謹
具
部
巻
如
前
　
所
宗
宗
學
徒

（畿
×
旬
）

除
幾
句
外
州
　
今
京
城
内
五
十
五
寺
各
有

（年
）

騨
院
　
住
相
績
三
百
餘
奉
僧
尼
二
衆
千
人



己
上
　
見
遵
此
法
篤
　
國
修
行
　
畳
夜
六
時

礼
懺
行
道
　
頭
陀
乞
食
僧
利
不
受

（第
１６
紙
裏
）

（貞
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（興
ヵ
）

去
真
観
中
奉
越
王
貞
立
　
□
教

説
法
等
碑
　
釈
法
琳
又
撰
博
法
碑
　
去

廣
徳
二
年
伏
蒙
　
代
宗
皇
帝
降
墨

（営
）

勅
　
修
螢
南
山
霊
塔
　
去
大
暦
六
年
伏

奉
御
製
再
修
霊
塔
　
碑
文
井
　
御

製
碑
額
　
勅
令
大
子
小
保
韓
樋
木
鴎
ヵ
）

（継
目
）
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（第
１７
紙
表
）

仏
法
渡
次
第
■
記

釈
日
法

（花
押
）

（巻
末
）

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て



光
長
寺
蔵

『佛
法
停
末
記
』
に
つ
い
て

佛
法
博
末
記
　
紙
背
文
書

（継
目
）

（第
１４
紙
紙
背
）

元
胎
後
患
文

又
云
　
一二
階
佛
法
四
巻
　
哺
教
機
牌

三
階
別
な
↓

比
是

‐
‐
‐
島
事
機
翌
日一楽
津
営
一巻
Ｔ
‐‐‐‐‐秩
朝
朧
紳
鏃
靴
都
権
訓
ι
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐，‐‘‐‐・，，，‐‐‐‐―，――――，――，―――，―

十
大
段
明
義
三
巻
　
襲
栃
権
肛
雌
馴
集

三
十
六
種
封
面
不
識
錯
法

一
巻
　
棚
耐
利
証
針
継
種
　
　
（第
１５
紙
表
に
つ
づ
く
）

（継
目
）
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第
|   :   四 13
四  三   教 紙
円  別   者 紙
教   教     背

表
大   大     V
乗   乗
界ハ  界⌒
内F  ttI
理
V  
事
V

教  教

「
同

明
四
門「
同

明
四
門



（第
１３
紙
紙
背
裏
）

（第
１２
紙
紙
背
表
）

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

脂ξ詈
~梵

解 □
脱 位
分
位

位

一
一　
別
想
念

〓
一　
惣
想
念
虎
―
―
―
―
上
国
向
脚
申
『
御
観
ロ
ーー

一　
慈
悲
停
心
―
治
嫉
妬

一　
数
息
停
心
―
治
覚
観

一一　
不
浄
停
心
―
治
貪

四
　
因
縁
停
心
―
治
療

ユ
　
念
佛
停
心
―
治
障
道

一亦
云
界
方
便
停
心

嫉
妬
等
五
障
既
除
観

恵
□
明

次
観
四
念
虎
ｍ
四
Ｌ
嘲
ド
＝

四
念
虎
者
身
受
目
目
日
日

（観
ヵ
）

四
顛
倒
者
常
未

ロ
ーー

（継
目
）

―-133-―



光
長
寺
蔵

『佛
法
停
来
記
」
に
つ
い
て

（第
１２
紙
紙
背
裏
）

一
嬬
法
位
―
―
―
―
―
―
―
上
＝
碑
暉
］
叡
榊
⑬
嘲
薪
聖
道

頂
法
位

「
前
嬬
善
根
漸
増
長
至
成
満

一
一　
得
四
如
意
定
修
目
□

諦
観
在
嬬
目
――

Ｆ
山
頂
観
四
方
悉
明
了

「
亦
云
四
神
足

四
如
意
定
者

「
四
諦
下
各
有

十
六
諦
観
者

「
内
凡
位

四
善
根
位

Ｆ
順
決
澤
分
位

苦
空
無
常
無
我

[i釉蕩磋
意 意 意 意
定 定 定 定
| | | |
亦 亦 亦 亦
云 信 勤 云
観 神 神 欲
神 足 足 神

（折
目
）

（継
目
）
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（第
Ｈ
紙
紙
背
表
）

（第
Ｈ
紙
紙
背
裏
）

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

―

一
苦
諦
―
四

「
因
集
生
縁

二
集
諦
―
四

「
滅
静
妙
離

三
滅
諦
―
四

「
道
如
行
出

―
四
道
諦
―
四

三
忍
法
位

同一一一時師御相」は商繭Ⅲ〉

同一卸街Ｍ　」時街同

口一一一嘲街同　」睛街［

同一一一御猜脚　」］街脚

―
‐―
，‐‐‐―
‐，‐・―
・‐‐‐―
‐―
―
―
‐‐―
‐―
‐‐‐，，・，‐‐‐‐‐‐―
―
―
―――
‐‐，，‐‐‐―
，，‐，‐‐―
共
折
目
）

是
善
根
所
成
五
陰
智
忍
性

於
四
諦
能
忍
楽
欲
故
名
忍
法
也

至
此
忍
位
不
随
悪
道
又
不
受

女
身
也

-135-一



光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
」
に
つ
い
て

「
明
七
賢
七
聖
位

（第
１０
紙
紙
背
表
）

鈍
根
人
也

|

四
世
第

法
位

漏
故
名
世
間
是
凡
夫
所
目
――

善
根
中
此
位
目
□

最
勝
四
諦

十
六
諦
観
切
成
就
八
聖
道
故
名

オ

一
也

此
凡
夫
位
也

翼

「
天
着一一三
ｍ也

此
云
預
流
向
也

一
須
陀
渥
向

「上層　（一来向也ヵ）

「
天
謄一一奎
ｍ也
此
云

一
ロ
ーー

ニ
斯
陥
含
向

（向
也
力
）

天
竺
語
也
此
云
不
還
ロ
ーー

三
阿
那
含
向

「

一
随
信
行
―
―
―
∃
＝

見
道
位

Ｈ
「
前
三
向

（継
目
）
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（第
１０
紙
紙
背
裏
）

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

二
随 「
『
鐸
げ
」
ば
」

　
　
　
　
　
Ｆ
断
八
十
八
使
見
惑

「
鈍
根
人
也

―
‐‐‐‐‐，，，ｔ，‐‐‐‐，‐‐・‐‐‐‐‐‐―――，――‘――
，，，，‐‐‐‐‐‐，，‐‐‐‐，―，―――――――，―，，‘‐‐‐‐‐――，――‐‐‐‐‐，――――‐‐，，，，‐‐‐‐‐‐‐，・‐‐‐‐‐―――――‐‐―
共
折
目
）

亦
云
修
惑
也

欲
界
有
九
品
思
惑

断
欲
界
前
□
品
　
酬
惑
證
斯
陥
含
果 漿
名奮 量詈彙馨彙已禦
證    果  果  果

Ｌ

　　　（流
果
也
ヵ
）

天
竺
語
也
　
此
云
預
目
――

天
竺
語
也
　
此
云

一
来
果
也

天
竺
語
也
　
此
云
不
還
果
也

須
『色
渥
果

―-137-―



光
長
寺
蔵

『佛
法
停
来
記
』
に
つ
い
て

（第
９
紙
紙
背
表
）

馨
聞
人
部
三
生
六
十
劫
證
解
脱
也

三
蔵
教
明
三
乗
位

断
欲
九
品
思
惑
證
阿
那
含
果

亦
名
極
聖
位
也

證
阿
羅
漢
□
寛
位
目
――

亦
名
□
聖
位
也

同
一 一一［
』
岬
串
― ‐
い

一 類
聯
〕
也

Ｆ
如
麒
麟
類
有
唯

一
角
也

（継
目
）
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二
辟
支
佛
位
―
観
十
二
因

十
二
因
縁
者

（第
９
紙
紙
背
裏
）

（第
８
紙
紙
背
表
）
縁
覚
人
ｏ
四
生
百
劫
口
‐‐
日
□

也

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て



光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

有
七

此
馨
聞
縁
覚
ｏ
　
□

異

一
聾
聞
値
佛
縁
覚
不
値
佛

二
臀
聞
聞
教
縁
覚
不
聞
教

三
聾
聞
観
四
諦
覚
縁
観
十
二
因
縁

四
費
聞
鈍
根
縁
覚
利
根
也

五
聾
聞
有
四
果
縁
覚

一
果

六
聾
聞
説
法
縁
覚
不
説
法

七
馨
聞
断
正
使
縁
覚
侵
習
気

一-140-―



（第
８
紙
紙
背
裏
）

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

女
身
但
未
知
自
営
作
佛
目
目
――

従
厠
那
Ｆ
棄
佛
至
燃
燈
佛
名
目
――
目

二
僧
祗
□
供
養
比
伯
状
千
佛
口
‐‐
‐‐

（自

ヵ
×
雖

ヵ
×
知

ヵ
）

法
位
□

□

□
　
□
　
□

作
佛
□
人
不
ロ
ーー
目

経
三
僧
祗
百
大
劫
成
佛

全
二
ヵ
）

第二僧祗位―」「はぼ呻嘲華申滓け制時疇印刷

位
也
井
明
知
営
作
佛
亦
為
人
説
之

百大劫―――」「『̈『嚇」̈」『一中一］『コ

是
中
忍
位
也
　
亦
名
甫
庭
位
上
忍
世
オ

一

位
最
後
心
時
三
十
四
心
断
結
成
佛

（継
目
）
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光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

（第
７
紙
紙
背
表
）

（第
７
紙
紙
背
裏
）

三
蔵
教
者

一
修
多
羅
此
云
法
本
亦
名
定
蔵
亦
名
経
蔵
　
一
一昆
尼

蔵
此
云
滅
亦
名
戒
蔵
亦
名
律
蔵
　
一二
阿
昆
曇
蔵

此
云
無
比
法
亦
名
恵
蔵
亦
名
論
蔵
新
詳
経
論
云
□
素

俎
覧
蔵
毘
那
蔵
阿
昆
達
庁
蔵
此
戒
定
恵
三
法
通
名

蔵
者
蔵
□
含
蔵
為
義
故
口
目
□
能
含
理
戒
云
理
能

含
　
故
名
為
蔵
四
教
皆
雖
有
戒
定
恵
但
三
蔵
教

明
生
滅
戒
定
恵
故
名
三
蔵
教
□
小
乗
教
故
口
‐‐
‐‐

但
化
二
乗
傍
井
化
此
界
内
事
教
也
三
乗
雖
異
同
ロ
ーー
ーー

度
折
空
智
同
掃
偏
真
理
此
空
観
也
　
此
教
明
日
日
日
――

（亦
有
ヵ
）

□
四
諦
法
□
有
四
門
謂
有
門
空
門
非
有
非
空
門
口
‐‐
‐‐

（継
目
）

―-142-―

（第
６
紙
紙
背
表
）

亦
空
門
也
雖
有
四
門
有
門
得
道
ｏ
Ｌ
鴎
計
明
有
口
目
日

明
七
賢
七
聖
位
成
賞
論
明
空
門
即
明
二
十
七
賢
目
日
日



聖
迦
施
経
□
非
有
非
空
門
昆
勒
論
明
亦
有
亦

□

門
此
論
彼
経
自
天
竺
不
来
此
土
故
不
明
階
位
此
□

明
種
、
法
門
所
謂
四
諦
十
二
因
縁
六
波
羅
密
　
一二

十
七
品
菩
提
分
法
等
也

（第
６
紙
紙
背
裏
）

三
蔵
教

―

一
生
滅
四通

教

四
種
四
諦
者

二
元
生
四
諦

別
教

三
無
量
四
諦

円
教

―
四
無
作
四
諦

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

一
苦

二
集

三
滅

四
道

下因評果下因下果

世
間
因
果

出
世
因
果

―-143-



（第
５
紙
紙
背
表
）

四
種
十
二
因
縁
者

四
念
虎
位

自 忌 量 J占 三 二 上 葎
念 念 念 念 元 元 元 生 二
虎 虎 虎 虎 作 量 生 滅 諦

二
元
生
二
諦

三
元
量
二
諦

一
生
滅
二
諦
　
同
一
は
論

作 量 生 滅 諦
十 十 十 十
二 三 二 二 同
因 因 因 因
縁 縁 縁 縁
同 同 同 在

前

同   同

―-144-―



（第
５
紙
紙
背
裏
）

（継
目
）
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（第
４
紙
紙
背
表
）

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て



五
根Ｆ
忍
法
位

提

三
十
七
品
菩
薩
分
法
也

―
―
―
―
‐―
‐―
―
―
‐‐―
‐―
―
―
‐‐―
‐‐―
‐―
‐―
‐―
―
―
‐‐，，人
折
目
）

（第
４
紙
紙
背
裏
）

Ｆ
世
オ
一
位

に

つ
い
て

一
信
根

二
精
進
根

三
念
根

四
定
根

五
恵
根

一
信
力

二
進
力

三
念
力

四
定
力

五
恵
力

一
念
覚
支

二
澤
法
覚
支

三
精
進
覚
支

五
カ

-146-―



（第
３
紙
紙
背
表
）

七
等
覚
支

Ｆ
修
道
位

八
正
道
支

四
善
覚
支

五
軽
安
覚
支

六
定
覚
支

七
捨
覚
支

一
正
見

二
正
思
惟

三
正
語

四
正
乗

五
正
命

六
正
精
進

七
正
念

八
正
定

「
議
辞
黎
忍
□
丁
断
欲
界
苦
諦
下
煩
悩

-147-―



光
長
寺
蔵

『佛
法
博
来
記
』
に
つ
い
て

（第
２
紙
紙
背
表
）

―
―
‐‐―
‐‐―
‐‐‐‐―
‐‐‐‐‐‐‐１１人
折
目
）

（巻
初
）

講
］
岬
忍
□
丁
断
上
二
界
苦
諦
下
煩
悩

審
離
岬
忍
□
丁
断
欲
界
集
諦
下
煩
悩

（継
目
）

馨
騨
］
忍
□
丁
断
上
二
界
酢
諦
下
煩
師
昨

向
漱
申
忍
□
丁
断
欲
界
酌
諦
下
煩
師
昨

繭
騨
申
忍
□
丁
断
上
二
界
鵬
諦
下
煩
悩

］
辞
申
忍
□
Ｔ
断
欲
界
道
諦
下
煩
悩

一-148-―



註
仏
法
伝
来
の
記
事
の
欠
損
部
分
で
補
え
る
箇
所
は
国
史
大
系
本

『扶
桑
略
記
』
の
記
事
で
補
足
し

（　
　
　
）
を
付
し
た
。

『開
元
釈
教
録
』
の
記
事
の
欠
損
部
分
は
、
大
正
新
修
大
蔵
経
本
で
補
い

（　
　
　
）
を
付
し
た
。

ま
た
、
光
長
寺
本
と
大
正
蔵
経
と
の
文
字
が
相
違
す
る
場
合
は
、
文
字
の
横
に

（　
　
　
）
で
大
正
蔵
経
の
文
字
を
注
記
し
た
。

『続
高
僧
伝
』
の
記
事
の
欠
損
部
分
に
つ
い
て
は
、
註

（２
）
と
同
様
に
注
記
し
た
。

「翻
経
臨
壇
西
明
寺
賜
紫
沙
門
園
照
等
奉
　
勅
撰
」
の
記
事
は
、
現
大
正
蔵
経
本
所
収

『貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
に
は
見
え
ず
、

削
除
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。

『貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
の
欠
損
部
分
に
つ
い
て
は
註

（２
）
と
同
様
に
注
記
し
た
。

「又
云
　
一二
階
佛
法
四
巻
」
以
後
の
記
事
は
大
正
蔵
経
本
所
収

『貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
に
は
見
え
ず
、
削
除
さ
れ
た
部
分
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
光
長
寺
本
の
本
目
録
が
、
削
除
以
前
の
古
目
録
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、
光
長
寺
本
は

文
末
が
断
絶
し
て
い
て
不
明
で
あ
る
が
、
塚
本
善
隆
氏

「日
本
に
遺
存
す
る
原
本

『貞
元
新
定
釈
教
目
録
ヒ

に
よ
れ
ば
、
古
写

本
に
は
後
掲
の
記
事
が
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
、
光
長
寺
本
に
も
当
初
は
後
掲
の
記
事
が
筆
写
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
尚
、
削
除
部
分
に
つ
い
て
欠
損
部
分
は
、
塚
本
論
文
で
補
い
、
文
字
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
（　
　
　
）内
に
塚
本
氏
引
用

古
写
本
の
文
字
を
注
記
し
た
。

（光
長
寺
本
欠
損
部
分
）

前
後
　
手
詔
答
表

一
十
九
道
、
共
為
十
巻
、
又
碑
文
惣
五
巻
、
上
件
教
跡
、
垂
範
将
来
、
多
歴
年
代
、
其
三
階
集
録
、
去
開
皇
十

七
年
己
編
入
、
歴
代
三
宝
録
去
竜
朔
二
年
又
編
入
大
唐
内
典
録
、
至
開
元
釈
教
録
僧
智
昇
遺
漏
、
今
奉
　
天
恩
撰
録
之
次
、
伏
請

光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て

6   5 4   3 2   1
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光
長
寺
蔵

『佛
法
停
来
記
』
に
つ
い
て

牒
修
撰
目
所
、
編
入
貞
元
新
定
釈
教
目
録
、
翼
得
聖
跡
重
新
、
増
光
仏
日
、
沢
流
沙
劫
、
道
済
無
窮
、
謹
按
大
集
経
云
、
仏
以
法

付
属
国
王
大
臣
、
伏
惟
中
尉
匡
、
輔
明
時
護
仏
法
、
善
才
等
恭
継
遺
訓
謬
伝
法
燈
敢
場
愚
誠
、
伏
請
処
今
者
、
准
状
牒
修
撰
院
者
、

故
牒貞

元
十
六
年
四
月
十
二
日
牒

判
官
揚
州
大
都
督
府
法
曹
参
軍
陸
　
令
儀

使
右
監
門
衛
将
軍
第
五
　
守
亮

右
前
件
集
録
今
奉

勅
右
街
功
徳
使
牒
謹
編
入
貞
元
新
定
釈
教

目
録
賢
聖
集
伝
中
如
下
第
二
十
巻
説
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